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国による現地直接
支援のための職員
派遣に係る兼業規
制の緩和

【地域再生の全体構想に関わる提案事
項】
●国による現地直接支援のための職員派
遣に係る兼業規制の緩和
※本地域におけるプロジェクト全体構想
を、早稲田大学をはじめとする「産学
公・地域連携」をもとに、国等の施策の
連携・集中・統合等を適時有効に講じつ
つ推進していく上で、国による現地直接
支援のための担当職員を地域内のプロ
ジェクト推進機関等に派遣・配置し、現
地・現場の状況に密着した常設的な協働
体制を構築することが極めて有効であ
る。
※このため、内閣府をはじめとした関係
府省庁からの意欲ある自薦志望者を中心
に、本地域内で活動する早稲田大学の教
員・研究員や財団職員として任用するこ
とにより、地域再生プロジェクト遂行の
現場と直接頻繁に行き来し、現場の視点
から関係各所の施策対応を総合調整する
と共に、国等の新たな政策形成への
フィードバックに努めるなどの活動が可
能となるよう、国家公務員の兼業規制の
緩和特例による支援措置を提案したい。

4,5,6 1

◆国の直接支援による現地・現場レベルでの
連携・協働体制の構築
　地域再生のための各個別プロジェクトの推
進に関わる個々の支援措置に加え、当地域に
おける全体構想の実現に向けた一元的な現地
推進組織として、地域内におけるプロジェク
ト遂行の現場と密着しつつ国・県・市等の関
係各所間の緊密な連携と各種施策の統合・集
中を適時確保するために、国（内閣府等）か
らの職員派遣による現地直接支援をもとに地
域内外との有効な連携・協働体制を構築する
「地域再生プロジェクト現地統括チーム(仮
称)」を設置する。
①パイロットプロジェクトの認定
②全体のコーディネート
・プロジェクトの理念の構築
・各府省の施策の総合調整
・プロジェクト同士の横の連携の確保
③地域内外との連携・ネットワークの強化
・各プロジェクトのHPを管理し、先進事例の
先駆的情報を一般に逐次提供
・全国各地の事例の多角的情報分析による有
用ツールの導入支援
※本提案の代表者であり本庄地域内での事業
実施主体である財団法人本庄国際リサーチ
パーク研究推進機構は、埼玉県、本庄市、美
里町、児玉町、神川町、神泉村、上里町、岡
部町及び早稲田大学等が共同で設立したもの
であり、埼玉県北部の本庄地方拠点都市地域
において産、学、公及び地域が連携し地域づ
くりを進める団体である。

○これまでは、主とし
て国立大学教員等の研
究成果を民間事業にお
いて活用するための兼
業等の取り扱いが整備
されてきたが、一方、
その他の国家公務員が
民間の研究プロジェク
ト等に直接関与するた
めの体制は未だ顕在化
されていない。
○国立大学教員以外の
国家公務員が業務に関
係する事業の推進のた
めに、地域再生などの
公益性の高い研究プロ
ジェクト等へ研究者と
して直接関与する上
で、従来のような出向
派遣ではなく兼業とい
う形態で服務すること
を積極的に認可してい
くことが望ましいと考
える。
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当院においては、御提案のよ
うな国家公務員の学校法人・
財団法人の研究者との兼業に
係る制度は担当していないた
め。

㈱東京リー
ガルマイン
ド

「民間事業者」の
範囲 3078 3078010 020020

民間委託先を株式
会社等の事業法人
に限定

行政サービスの民間委託先を株式会社等
の普通法人に限定 1 2

行政サービスの委託先を普通法人に限定
し、民間事業者による入札・プロポーザ
ルによるコンペティションを通じて、
リーズナブルな行政サービスを実施す
る。

民間活力による地域経
済の活性化を実現させ
るため

「職種別民間給与実態調
査」、「国家公務員給与等実
態調査」及び「民間企業の勤
務条件制度等調査」の集計及
び結果表の作成業務並びに
「家計調査」及び「全国消費
実態調査」の特別集計及び結
果表の作成業務については、
独立行政法人統計センターに
無償で委託している。
なお、その他の庁舎警備、情
報システム維持等の一般管理
業務については、現在、株式
会社等の事業法人に委託して
いる。
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左記調査の集計及び結果表作
成業務は現在無償委託してい
るため。


